
「配水管施工士登録更新申請のご案内」の送付廃止について 

 

 

 名古屋市上下水道局では、配水管施工士制度の運用において、公益社団法人日

本水道協会が運用する配水管技能者（以下「技能者」）の有効期限の更新に合わせ、

更新後の有効期限の情報共有をお願いする案内（以下「更新案内」）をこれまで送

付しておりました。 

この度関連手続きの電子申請化対応が完了したことから、今後は更新案内の送

付を廃止することとさせていただきます。送付廃止後も、技能者の登録を更新し

た際は新たな有効期限について当局にお知らせいただく運用に変更はありませ

ん。今後は配水管施工士の方各々の管理において適宜適切にお手続きいただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【参考】 

名古屋市上下水道局配水管施工士規程第８条（登録事項の変更）抜粋 

「記載した事項に変更が生じたとき又は配水管技能者の登録の更新を受けたときは、遅滞なく、そ

の旨を局長に報告しなければならない。」 

 

【これまで送付していたご案内（はがき）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ウェブサイトを更新したため、はがきに記載の URL及び QRコードは現在は使用できません。 


